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総務省消防庁 新型コロナウイルス感染症関連関係通知一覧

引用：総務省消防庁ホームページから



新潟市消防局の対応
新型コロナウイルス感染症に関する対応について【時系列】

通知等の発出日 通知等の件名 通知等の内容

① R2.2.1 新型コロナウイルス感染症に関する対応の暫定
運用について

消防庁救急企画室より「新型コロナウイルス感染症の対応について』の事務連絡を受けて作
成

② R2.2.7 新型コロナウイルス感染症に関する対応の変更
について

保健所等の連絡体制、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる
患者の要件を変更、駆け込み対応・健康観察フローを追加

③ R2.2.14 新型コロナウイルス感染症に関する対応の一部
改正について

流行地域の追加

④ R2.2.21 新型コロナウイルス感染症に関する対応の一部
改正について

発熱事案についての対応を明確化
PCR検査該当事案の対応時、装備不適切事案の際の対応を明確化

⑤ R2.2.27 新型コロナウイルス感染症に関する対応の一部
改正について

内容の見直し
現場で発熱を確認した場合の対応について明確化

⑥ R2.3.5 新型コロナウイルス感染症に関する対応の一部
改正について

通報時、内容不明な場合は感染防止対策強化について明確化
車内の換気について明確化

⑦～⑩ R2.3.10 新型コロナウイルス感染症に関する対応の一部
改正について

流行地域の追加
（3.16、3.26、3.31についても同通知を発出）

⑪ R2.4.8 救急活動における感染防止対策の強化
について

全救急事案で感染防止対策強化について明確化

⑫ R2.4.14 新型コロナウイルス感染症拡大防止
対策における消毒要領について

消毒要領について視聴覚資料を作成

⑬ R2.4.30 軽症患者宿泊療養施設からの救急搬送について
宿泊療養施設からの救急搬送について明確化
（県知事からの協力依頼）

⑭ R2.5.19 新型コロナウイルス感染症に関する対応要領に
ついて

対応要領を作成（関連する通知及び現在の対応の整合性を図るため）
※現状、当局では本対応要領を基に対応

消防庁救急企画室の通知・事務連絡を基に、都度改正し対応

※新潟市では令和2年2月29日に1例目の発生があり、１２月２日現在、２０１例発生してる（うち、２３例は救急隊が搬送）



【県消防主管部局】
〇 救急・周産期・小児医療体制確保（受入医療機関の登録）
〇 救急搬送困難事案の情報共有
〇 軽症患者宿泊療養施設からの救急搬送（県知事からの協力依頼）
〇 新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者受入体制整備（重点・協力医療機関指定）

【市保健所】
〇 陽性患者の移送協力（協定に基づき対応）
〇 協力医療機関の調整
〇 情報共有、連絡体制の構築（事案発生時における対応の指導・助言）

【市危機管理防災局】
〇 陽性者発生時の早期情報共有

関係部局との連携



■新型コロナウイルス感染症対応要領フロー

• コロナ患者の有無
• 発熱・呼吸器症状等の有無
• 中国武漢等への渡航歴の有無
• 上記該当者との接触歴

• コロナ患者の有無
• 発熱・呼吸器症状等の有無
• 海外流行拡大地域への渡航歴の有無
• 上記該当者との接触歴

• コロナ患者の有無
• 発熱・呼吸器症状等の有無
• 国内流行拡大地域への往来の有無
• 上記該当者との接触歴

通常の聴取内容にコロナ関連
項目を追加し対応

１１９通報・口頭指導について ①



１１９通報・口頭指導について ②
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～新型コロナウイルス感染拡大の状況下における口頭指導について～
（４月２７日付け通知発出：日本臨床救急学会提言）

１ 心肺停止の確認
胸全体の上下動等で判断し、傷病者の口元に通報者の顔面を近づけない。

２ 胸骨圧迫に伴うエアロゾルの飛散防止
傷病者の口元を覆うことが可能な場合に限り、胸骨圧迫を依頼する。

３ 出動救急隊に対しCPR手順の変更点を確認
胸骨圧迫はＢＶＭ装着後からを指示

４ 通報者にマスクの着用、換気（室内）を依頼

１１９通報受信・口頭指導について ③



応急手当普及啓発について ①
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• 感染拡大防止のため中止（２月以降）
応急手当実施率低下を懸念➡社会復帰率の低下を危惧

• ホームページ、SNSを活用し応急手当普及の情報発信

• BLS自主トレーニング動画配信を開始
• ＹｏｕＴｕｂｅへ動画配信を開始（新潟Cityﾁｬﾝﾈﾙ）

R2.10月末現在



応急手当講習会再開の条件

■会場

①入室前の手指消毒

②定期的な換気の実施

③２ｍ間隔

■参加者

①マスク着用

②受付時の検温及び体調申告等

■指導者

①参加者との距離（２ｍ以上）

②質疑や解説の制限

■講習会進行

①小まめな手指消毒と適時の換気

②人工呼吸の実技省略（視聴覚教材活用）

③発声は最小限

④訓練人形の共用なし

応急手当普及啓発について ②

収容人員の５０％以下

７月から再開
新潟市主催イベント開催基準に準拠 新型コロナ感染拡大前後の比較



医療機関との連携等

■医療機関との連携
１ コロナ疑い傷病者の受入れ手順を整理

２ 搬入ルートや待機場所の指定

■医療機関からの要望・要請
１ ユニバーサルマスクの徹底（傷病者及び関係者）

２ 「県外との往来」又は、それらとの接触について聴取徹底
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